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金子校区の人口 

男   5,589人 

女   5,964人 

計   11,553人 

世帯数  5,417世帯 

（平成 28年 6月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４３回金子校区文化祭 

タイムカプセルを掘り出します！ 

★３０年前の金子小学校児童の皆さんへ★ 

今から３０年前、金子小学校開校１００周年記念事

業で埋設したタイムカプセルを掘り起こします。 

 当時（１９８６年）在籍していた皆さん、是非ご自

分の手紙を取りに来てださい。 

1 日 時 平成２８年１１月２２日（火） 

１０：００～ 

2 場 所 玄関前駐車場 （掘り出し） 

3 渡し方 体育館で手渡しします。当時の学年の方か 

ら自分の手紙をもらってください。 

（名簿で確認してお渡しします。） 

4 その他 タイムカプセルを掘り起こした後、柳の 

木の植樹を行います。参加できる方はご 

協力ください。また、関係者を知ってい 

る方はこのことを教えてあげてください. 

 

5 問合せ 金子小学校 

    37－2221  

日 時   平成２８年１１月６日（日） 

       ９：００～１５：００ 

会 場   金子小学校体育館・グラウンド・校舎 

 
★バザーコーナー（１０：００～１５：００） 

○うどん  ３００円 ○ケーキセット （ｺｰﾋｰ、紅茶） ３００円  

○赤 飯 ２８０円 ○いなり寿司 ２８０円 ○バラ寿司 ２８０円 

○おにぎり ２００円  

 ★現金販売 

○杵つき餅３５０円  ○チキンナゲット２５０円 ○焼とり２００円 

○フランクフルト１５０円 ○コロッケ１００円 ○ジュース１００円 

○クッキー１００円 ○綿菓子５０円 

○みかん石鹸１５０円 ○くじびき１００円  ○ヨーヨー１００円   

○木工品・手芸品１００円～    

○障がい者福祉センター手作り品等 １００円～３００円 

 ★展示コーナー（体育館） 

◆小・中学生作品  ◆小学校ＰＴＡ作品  ◆自治会作品 

◆老人会作品◆書 道   ◆俳 句    ◆手 芸  ◆写 真  

◆陶 芸   ◆絵手紙    ◆絵 画  など 

 
★展示コーナー（校舎北棟１階・中棟２階） 

◆石村嘉成 版画作品展 

◆保育園児作品  ◆中央児童センター作品 ◆おやじの会  

 

※ 各自治会を通して配布されるパンフレットをご覧ください。 
 

 実行委員会からのお願い 

 ★会場には駐車場がありませんので、市職員互助会駐車場（金子小学校東）を

ご利用下さい。 

★各自ゴミは持ち帰りましょう。 

★学校敷地内は禁煙になっております。ご協力をお願いします。 

★スリッパは準備していませんので、ご持参下さい。 

 

★体験コーナー 

（グラウンド） 

◎消防コーナー（消防車乗車・消火器使用体験） 

◎高専コーナー（ＳＬ乗車等） 

（中棟２階） 

◎愛媛県けん玉協会 けん玉体験 

（中棟給食室北） 

◎建設労働組合（木工工作）  

 

 

 

 

 

秋季全国火災予防運動 

新居浜市消防本部  電話 ３４－０１１９ 

３．重点目標  

（１）住宅防火対策の推進 

（２）放火火災・連続放火火災防止対策の推進  

（３）特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

（４）製品火災の発生防止に向けた取組みの推進 

 ４．全国統一防火標語 

『消しましょう その火その時 その場所で』 

 

２．目 的  

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防

思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、

高齢者等を中心とする死者の発生を減少させ、財産の損

失を防ぐことを目的として、毎年この時期に実施してい

るものです。 

 

１．実施期間 

平成２８年１１月９日から１１月１５日まで 

 

 

 


